
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年２月18日

【会社名】 株式会社立花エレテック

【英訳名】 TACHIBANA ELETECH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　渡 邊 武 雄

【本店の所在の場所】 大阪市西区西本町１丁目13番25号

【電話番号】 大阪06(6539)8800(代表)
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【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理部門担当   住 谷 正 志

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当　　　　　　　　  179,958,000円

 （注）　募集金額は、発行価額の総額であり、平成26年２月

７日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であ

ります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社立花エレテック東京支社

（東京都港区芝公園２丁目４番１号）

株式会社立花エレテック名古屋支社

（名古屋市東区葵３丁目15番31号）

株式会社立花エレテック神奈川支店

（横浜市神奈川区金港町２番地６）

株式会社立花エレテック神戸支店

（神戸市中央区西町35番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

(注)　上記のうち、神奈川支店及び神戸支店は法定の縦覧場所ではあ

りませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所として

おります。
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 150,000株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数　100株

　（注）１　平成26年２月18日(火)開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成26年２月18日(火)開催の取締役会において、当社普通株式156,600株の新株式発行に係る一

般募集及び当社普通株式600,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下併せて「一般募集」という。）並びに

当社普通株式243,400株の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行うことを決議しており

ます。また、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及

び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から150,000株を上限として借入れる当社普通株式の売

出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集及び引受人の買取引受による売出しと併

せて以下「本件募集売出し」という。）を行う場合があります。

３　本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当

増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 150,000株 179,958,000 89,979,000

一般募集 － － －

計（総発行株式） 150,000株 179,958,000 89,979,000

　（注）１　本募集は、前記「１　新規発行株式」(注)３に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連し

て、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は

以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社

割当株数 150,000株

払込金額 179,958,000円

割当予定先
の内容

本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

代表者の氏名 代表執行役社長　　永井　浩二

資本金の額 10,000百万円

事業の内容 金融商品取引業

大株主 野村ホールディングス株式会社　100％

当社との関係

出資
関係

当社が保有している割当予定
先の株式の数

－

割当予定先が保有している当
社の株式の数
（平成25年12月31日現在）

12,520株

取引関係
一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹
事会社

人的関係 －

当該株券の保有に関する事項 －

２　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの

とします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額としま

す。

３　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成26年２月７日(金)現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
(注)１

未定
(注)１

100株 平成26年３月26日(水)
該当事項はあ
りません。

平成26年３月27日(木)

　（注）１　発行価格については、平成26年２月26日(水)から平成26年３月４日(火)までの間のいずれかの日に一般募集にお

いて決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本第三者割当増資

の発行数で除した金額とします。

２　本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３　野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　オーバーアロットメントによる売出し等に

ついて」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込

むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

場所 所在地

株式会社立花エレテック　本店 大阪市西区西本町１丁目13番25号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　船場中央支店 大阪市中央区久太郎町二丁目１番30号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

179,958,000 3,000,000 176,958,000

　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額は、平成26年２月７日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と

して算出した見込額であります。
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（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額上限176,958,000円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手

取概算額899,708,152円と合わせ、手取概算額合計上限1,076,666,152円について、平成26年12月末までを目処とし

て、当社東京支社事務所としての物件取得資金の一部に全額を充当する予定であります。

　現在、当社東京支社事務所については東京都港区芝公園のオフィスビルの一部（契約面積513坪）を賃借しており

ますが、賃貸契約の終了（平成27年１月末）に伴い、立地条件、今後の業務等を勘案した上で同等以上の規模の物

件を20億円相当を目安に取得することについて平成25年６月10日開催の取締役会において承認を得ており、具体的

には東京都中央区、台東区に所在する複数の候補物件の中から取得を検討しております。ただし、前述の候補物件

よりも総合的に有利な物件が見つかった場合には、別の物件を取得することになる可能性があります。

　取得価格につきましては、第三者の算定による不動産鑑定評価額等を参考にして交渉により決定する方針であり

ます。なお、手取金を実際に充当するまでは、当社取引銀行口座において適切に管理いたします。

　当社東京支社事務所を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が見込まれる賃貸コスト負担を比

較的少額の減価償却負担に代えることによるコスト削減を見込むことに加え、今後当該物件に子会社拠点の集約を

図り、グループの一体経営を推進することによる連携強化、業務効率化を見込んでおります。

　なお、今後の検討及び交渉の結果により、物件取得金額が手取概算額合計上限を下回ることで残額が生じた場合

には、平成27年３月末までに当社グループの運転資金に充当することといたします。また、外部環境を含む諸事情

によっては当社が物件取得を断念する可能性があり、その場合は全額を平成27年３月末までに当社グループの運転

資金に充当することを予定しております。運転資金については、半導体デバイス事業を中心とした今後の取引先拡

大、売上増加に伴う在庫及び売掛金の増加に対応するためのものであります。
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第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

オーバーアロットメントによる売出し等について

　当社は、平成26年２月18日(火)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式156,600株の新株式発

行に係る一般募集及び当社普通株式600,000株の自己株式の処分に係る一般募集（一般募集）並びに当社普通株式243,400株

の売出し（引受人の買取引受による売出し）を行うことを決議しておりますが、一般募集及び引受人の買取引受による売出

しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から

150,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。本

第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式

（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために行われます。

　また、野村證券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成26年３月19日(水)までの間（以下

「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバー

アロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」とい

う。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ

株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカ

バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取

引を終了させる場合があります。

　更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得し

た当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入

れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式会社は本第三

者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資における発行数の全

部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少

し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　野村證券株式会社が本第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメントによ

る売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。

 

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】
 

１　事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の提出日

以後本有価証券届出書提出日（平成26年２月18日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリ

スク」について生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平

成26年２月18日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

２　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成26年２月18日）までの

間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。

 

（平成25年７月１日提出の臨時報告書）

１　提出理由

当社は、平成25年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり

ます。

 

２　報告内容

（１）株主総会が開催された年月日

平成25年６月27日

 

（２）決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

渡邊武雄、島田教雄、下吉英之、住谷正志、辻川正人及び西村眞琴の６氏を取締役に選任するもの

であります。

 

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

木田 稔氏を補欠監査役に選任するものであります。

 

第３号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
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（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)
可決要件

決議の結果及び

賛成割合

第１号議案    

 (注)１.

  

渡 邊 武 雄 157,051 541 0 可決（93.24％）

島 田 教 雄 157,179 413 0 可決（93.32％）

下 吉 英 之 157,286 306 0 可決（93.38％）

住 谷 正 志 157,179 413 0 可決（93.32％）

辻 川 正 人 145,971 11,621 0 可決（86.66％）

西 村 眞 琴 148,068 9,524 0 可決（87.91％）

第２号議案

木 田     稔

 

157,559

 

33

 

0

 

可決（93.54％）

第３号議案 133,730 23,862 0 可決（79.39％）

(注)１. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

過半数の賛成による。

２. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

     本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分（インターネット等による行使を含む）

及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席のうち各議案の賛否の確認ができた議決権の

数の割合であります。

 

（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認が

できた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したた

め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算

しておりません。
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第84期）

　自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日

平成25年６月28日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第85期第３四半期）
　自　平成25年10月１日
　至　平成25年12月31日

平成26年２月13日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出

したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４

－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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平成25年６月14日

有限責任監査法人トーマツ 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　山　　田　　美　　樹　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　矢　　倉　　幸　　裕　　㊞

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

 

　
 

株式会社　立花エレテック

取締役会　御中
 

　

 

　

 

　

 

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社立花エレテックの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計

算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及

び連結附属明細表について監査を行った。

　
連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示

を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社立花エ

レテックの平成25年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない

可能性がある。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当

監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠

を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信

頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部

統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書

の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、株式会社立花エレテックが平成25年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である

と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制

の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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平成25年６月14日

有限責任監査法人トーマツ 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　山　　田　　美　　樹　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　矢　　倉　　幸　　裕　　㊞

独立監査人の監査報告書
　

 

　
 

株式会社　立花エレテック

取締役会　御中
 

　

 

　

 

　

 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社立花エレテックの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第84期事業年度
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記
及び附属明細表について監査を行った。
　

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社立花エレテックの平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
 

EDINET提出書類

株式会社立花エレテック(E02678)

有価証券届出書（組込方式）

12/13



平成26年２月７日

有限責任監査法人トーマツ  

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　　﨑　　洋　　文　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　矢　　倉　　幸　　裕　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書
　

 

株式会社立花エレテック

取締役会　御中
 

　

 

　

 

　

 

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社立花エレテックの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日か

ら平成25年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の

平成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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